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問合せ箇所 Ｑ：質問 Ａ：回答

地上形レーザースキャナ及び音響測深機器を
用いて測量できない範囲については、メッシュで
計測する場合の測点は0.5m×0.5mに1点以上必
要ですが、その他の方法（地形変化点の測量）
も使用することが可能です。
添付資料の最終ページ右側の※管理断面+任
意断面の場合と書かれた図をご確認ください。こ
ちらを参照の上、発注者と協議し測量を実施し
てください。
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河道掘削の起工測量において、音響測深機器と
地上型レーザースキャナのどちらでも計測でき
ない浅瀬が広大にあった場合、どう対応するべ
きでしょうか？
例えば、3000㎡ほどの浅瀬があった場合、TSで
の補測測量を12,000点ほど計測するべきなので
しょうか？

http://www.nilim.go.jp/lab/pfg/bunya/ict_kasensyunsetu/pdf/qanda_ExMat01.pdf
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